
 

理事会議事録 
作成日 令和 5 年 9 月 13 日 

作成者 加藤 

 

会議名 さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校協議会 理事会 (令和 5 年度 第５回) 

日 時 令和 5 年 9 月 13 日 午後 1 時 30 分～午後 3 時 35 分 

場 所 浦和ふれあい館 第 2 会議室 

出席者 

(所属校友会) 

※敬称略 

寺内(6)、本間(8)、藤枝(8)、池田(10)、竹原(11)、瀧澤(13)、松尾(13)、加賀見(14) 

石井(14)、庄子(16)、内藤(16)、伊藤(17)、小嶋(17)、天野(18)、中島(18)、大島(18)  

森川(19)、船崎(19)、加藤(19)、荻野(21)、以上 20 名  欠席：尾形(19) 

 

決定事項・課題等（順不同） 

1.前回臨時理事会議事録確認：原文通り承認 

2.令和 5 年度予算について ― 別添「会費・分配金について」、「令和 5 年度予算(案)」参照 

・予算(案)の収入の部の内、各期分担金の 3 千円について、10 期と 21 期は対象から除くものとした。 

・支出の部の事業費内訳の麻雀大会を￥6,000 に、さらに予備費を修正のうえ次回理事会に上程する。 

3.令和 5 年度事業計画進捗確認 

(1)北協事業計画進捗確認 

a.麻雀大会(北協)：実施報告(8/30) 於 浦和いこい、参加者 24 名、収支報告は第 2 回目と合せて報告予定 

b.演芸会(北協)：エントリーシート、役割分担、プログラムデザインを本日の実行委員会で確認する。 

     また、次の 10 月理事会でプログラムを完成する。 

c.ボウリング大会(北協)：ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成済み、12/11 於 浦和ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾝｽﾞ、参加費￥1,200、人数制限無し 

     申込みは 11 期竹原理事宛 10/30 迄 

d.新春公開講座(11 期)：1 月中旬に教養講座を予定、開催場所未定につき次回理事会にて提示 

e.サウンドクロスオーケストラ(14 期)：11/4 開催、今現在 143 名参加予定、参加応募はまだ可能 

f.コンサート(17 期)：中止決定 代わりとして、歌謡漫談(13 期) 於武蔵浦和コミセン(3/26)に振替 

g.新企画の紹介： 

・講演会「舞妓から銀座クラブ経営へ」(9/28) 於浦和コミセン 10F ＜14 集会室＞ (11 期) 

(2)連合会事業等報告 

a.連合会 第 2 回日本伝統芸能公演会(10/10)：北協関係で 108 名の応募 (現在受付け中) 

b.連合会 国立劇場歌舞伎観劇会(10/11 他)：14 期 3 名、16 期 4 名の応募 (応募締切り) 

c.連合会 各校対抗ボウリング大会(12/8)：北協のボウリング大会と、ほぼ同時期のため不参加とする。 

d.大宮校 演芸発表会(10/12)：於プラザノース 希望先にはﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの用意あり 

e.北大宮校 レクチャーコンサート(10/9)：北協関係者で 6 名応募 

4.連合会について 

①北協からの改善案等の確認 

別紙、北協報告書「組織および運営に関する問題点と改善案」参照 

次項へ 

【略語説明】「北協」：北浦和校協議会、「北浦和〇期」：北協傘下の各校友会 

「連合会」：さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会、 

 



前項より 

②連合会理事会の報告－詳細、別紙「『組織および運営に関する問題点と改善案』総括その 1～3」参照 

・共通内容として、連合会の役割は、各協議会・校友会で出来ない課題に取り組むことや、そのサポート

に専念すべきである。そのため自主事業を見直し負担の軽減を図る必要あり。(例：会員数減少対策等) 

・専任理事は何でも自分たちで決めようとするのではなく、常任理事や理事の意見を聴き、取り纏める 

 べきである。また、様々な案件を管理する立場にある。そのためには常任理事会・理事会の運営を 

もっと活性化する必用がある。 

③「来年度の連合会専任理事への支払いを阻止するために」(13 期提案)について 

・今回の一連の改善要望を、専任理事等に任せるのではなく、必ず常任理事会に諮るようにしなければ 

ならない。 

・そのための手続としては、先ず理事会を開き議論して貰う必要がある。2 月に 1 回の、次回 11 月の 

 常任理事会に諮るためには、必ず 10 月に理事会を開いて貰うこと。 

 尚、専任理事の報酬に関しては、直ちに無報酬とするのではなく、例えば、￥3,000 位とするのもよし 

とする。 

・北協会長より連合会長、総務部長に「専任理事制度の 3 年間の総括と、次年度の同制度について」を 

常任理事会の審議事項とする臨時の理事会を事前に招集するよう提案する。この理事会招集依頼の 

文書を 13 期瀧澤理事にお願いする。 

・それでも、総会で従来通りに進めようとするのであれば、連合会からの脱会も已むなしとする。 

6.赤い羽根募金活動 

・次の要領で実施することを確認した。 

  実施日・場所：10/11(水) 午前 10：30～同 11：30、北浦和駅西口 

  実施主体・人数：18 期 4 人、19 期 4 人の計 8 名 

・「さいたまマラソン ボランティア募集」の紹介(内藤理事)－ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 

 継続案件である「赤い羽根募金活動」に代わる社会貢献活動の模索では、その候補のひとつとして 

上記の紹介があった。理事の中には、経験者も含め、既に認知している者が何人かいたが、取りあえず 

各校友会に持ち帰り検討して貰うこととした。 

7.その他 

・18 期より校友会員が 2 名追加となる旨の報告があった。 

以上 

 

 

 

資 料 

・令和 5 年度 9 月北浦和協議会 議題 

・「会費・分配金について」、「令和 5 年度予算(案)」 

・「組織および運営に関する問題点と改善案」 

・「『組織および運営に関する問題点と改善案』総括

その 1～3」 

・「令和 5 年度北協第 15 回ボウリング大会開催の

ご案内」 

・「第 9 回北浦和校協議会演芸会 役割分担」 

・「第 2 回『各校対抗ボウリング大会』のご案内」 

次回予定 令和 5 年 10 月 11 日(水) 

 


